
市政記者室使用規定 

 

大阪市は、市民に情報を公開し、行政の説明責任を積極的に果たすため、本市の広報活動の

一環として、市政記者室を行政財産の目的内の使用として大阪市政記者クラブに提供してい

る。 

大阪市政記者クラブ加盟社（別紙のとおり）は、以下のとおり市政記者室を使用する。 

第 1条 大阪市政記者クラブ加盟社は大阪市役所 5階北東側のスペース約 374平方メートル（別

図のとおり）を市政記者室として使用する。 

第 2条 大阪市政記者クラブ加盟社は、市政記者室を記者活動以外の目的に使用してはならな

い。 

第 3条 大阪市政記者クラブ加盟社の活動は、大阪市の行政財産の目的内の使用であることか

ら、大阪市政記者クラブ加盟社は市政記者室を無償で使用することができる。ただし、大阪市

政記者クラブ加盟社は市政記者室の使用にあたり、光熱水費等の実費相当額を負担する。 

第 4条 市政記者室に工作物を設けるなど現状を変更してはならない。ただし、変更しなけれ 

ばならない特別な事情が生じた場合は、事前に大阪市の許可を得なければならない。 

第 5条 市政記者室内は禁煙とする。 

第 6条 大阪市政記者クラブ加盟社は、市政記者室の施錠等、善良な管理者としての注意義務を

もって市政記者室を使用しなければならない。 

第 7条 大阪市政記者クラブ加盟社が本使用規定に違反したと疑われる場合は、大阪市は大阪市

政記者クラブと協議する。違反が確認された時は、当該加盟社は市政記者室を使用できないこ

とがある。 

第 8条 この使用規定について疑義が生じた場合は、大阪市と大阪市政記者クラブ加盟社は誠 

意を持って対応しなければならない。 

第 9条 この使用規定は令和 4年 3月 31日まで有効とする。ただし特段の事情がない限り、 

1年毎に自動更新する。 

この使用規定に関して本書 2通を作成し、記名押印のうえ各自 1通を保管する。 



令和 3年 11月 1日 

（大阪市） 大阪市政策企画室長 

（大阪市政記者クラブ加盟社） 



別紙

令和７年４月１日時点

読売テレビ

朝日新聞

毎日新聞

読売新聞

産経新聞

日本経済新聞

共同通信

時事通信

日本放送協会

朝日放送テレビ

毎日放送

関西テレビ

福祉新聞

テレビ大阪

京都新聞

日刊工業新聞

神戸新聞

ラジオ大阪





市政記者室見取り図

約２５．８ｍ（幅）×約１５．６ｍ（奥行） ３７４㎡

6.6

8.4

6.6

1.8

9.0

9.0

7.2

10.2

４０２㎡-２８㎡（空調機械室）

空調機械室打合せスペース

市政記者デスクスペース

会見スペース
給湯室・物置

休憩室

仮眠室 資料室


